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ストーリーテリング
絵本をつかわないで、そっとお話に耳をかたむける会です。
とき：11月21日（日）　11時～11時30分　　ところ：朝日町教育文化施設　２階　視聴覚室
内容：あなのはなし（マラリーク作）他２話 　　対象：静かにお話が聞ける方ならどなたでも。
おはなし：ストーリーテリングの会「フォンターナ」　　申込期間：11月19日（金）まで
定員：15名（先着順・電話申込可）　　申込・問合せ先：あさひライブラリー　TEL 377－6111
※申込制・入場無料（新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、事業が中止、もしくは変更となる場合がございま
すので、ご了承ください）

税務署からのお知らせ
　20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。
　令和４年４月から民法の成年年齢は18歳に引き下げられますが、お酒に関する年齢制限については20歳のまま維持
されます。

国民年金基金のお知らせ 11月11日から17日は
｢税を考える週間｣です『人生100年時代のプラス年金』

　国民年金基金は、自営業やフリーランスの方々が、国民年金に
上乗せをする公的な年金です。
◆メリットは◆
①掛金が全額「社会保険料控除」で、受取る年金も「公的年金等
控除」の対象です。
②受取る年金は、終身が基本で一生変動しません。
③万一の時はご遺族に一時金が支払われます。
　（遺族保証のないＢ型も選べます）
④掛金は、加入時の年齢で一定。お休みや増減もできます。
◆加入できる方は◆
①国民年金の第１号被保険者（免除の方などを除きます）
②国民年金の任意加入者（60歳～65歳未満の方や海外在住の方）
です。
◆お問合せは◆　全国国民年金基金三重支部
　　　　　　　　TEL 0120－65－4192
　　　　　　　　https://www.zenkoku-kikin.or.jp/

　国税庁では、毎年11月11日から17日を「税
を考える週間」として、国税庁ホームページで
様々な情報を提供しています。
　私たちのくらしを支える税について、ぜひこ
の機会に考えてみてください。 

詳しくは、国税庁ホームページを
ご覧ください。
https://www.nta.go.jp 
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学校給食で「あさひのお米」が使用されました！！
　朝日町特産品認定事業者であるライスファー
ム・アグリ朝日が生産する「あさひのお米」が10
月14日、三重地物一番給食の日に登場しました！
　10月は三重県のブランド米「結びの神」、11
月はコシヒカリ、12月はミルキークィーンが使用
されます。
　朝日町の特産品を活用することで地元を盛り上
げていきましょう。給食にもどんどん登場します。
　乞うご期待！！

テーマ
くらしを支える税

長寿者褒賞
　９月18日に椎根重吉さん（朝日ヶ丘）が95歳の誕生日を迎えられました。おめでとうございます。


